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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原反フィルムの任意の位置にガス抜きを行なうための逆止弁を装着して搬送する逆止弁
付きフィルム搬送装置であって、
　原反ロールから巻き解された前記原反フィルムにおける前記逆止弁を装着する位置に空
気通路を形成する空気通路形成装置と、
　前記空気通路を形成した前記原反フィルムに、逆止弁を多数直列配置させた逆止弁シー
トを搬送させて、前記空気通路のそれぞれに合わせて１個の前記逆止弁を装着する逆止弁
装着装置と、を有して構成され、
　前記逆止弁装着装置は、駆動装置によって前記逆止弁シートを所定間隔搬送する移動プ
レートと、前記移動プレート上に載置される前記逆止弁シートを把持する把持ローラとを
備え、
　前記逆止弁シートの送り時において、前記把持ローラは回転ロックした状態で移動プレ
ートとともに移動され、
　前記把持ローラの戻り時において、前記把持ローラは前記逆止弁シートを把持したまま
空転することにより、前記逆止弁シートを残したまま前記移動プレートとともに元の位置
に戻ることを特徴とする逆止弁付きフィルム搬送装置。
【請求項２】
　前記空気通路は、切り幅のほとんどない切り目状に形成されていることを特徴とする請
求項１記載の逆止弁付きフィルム搬送装置。
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【請求項３】
　原反フィルムにおける逆止弁を装着する位置に切り幅のほとんどない切り目状の空気通
路を形成する空気通路形成装置と、前記空気通路を形成した前記原反フィルムに、逆止弁
を多数直列配置させた逆止弁シートを搬送させて、前記空気通路のそれぞれに合わせて１
個の前記逆止弁を装着する逆止弁装着装置と、を備える逆止弁付きフィルム搬送装置と、
　搬送された前記逆止弁付きフィルムに粉体を充填して逆止弁付き包装袋を形成する粉体
充填装置と、を備え、
　前記逆止弁装着装置は、駆動装置によって前記逆止弁シートを所定間隔搬送する移動プ
レートと、前記移動プレート上に載置される前記逆止弁シートを把持する把持ローラとを
備え、
　前記逆止弁シートの送り時において、前記把持ローラは回転ロックした状態で移動プレ
ートとともに移動され、
　前記把持ローラの戻り時において、前記把持ローラは前記逆止弁シートを把持したまま
空転することにより、前記逆止弁シートを残したまま前記移動プレートとともに元の位置
に戻ることを特徴とする包装袋の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス抜きをするための逆止弁が装着された包装袋の製造装置に関し、さらに
流れている原反フィルムに逆止弁装着装置から送り出された逆止弁シートの逆止弁を１個
ずつ装着して搬送する逆止弁付きフィルム搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、コーヒー粉を包装袋に充填するコーヒー粉包装袋において、コーヒー粉
から発散するガスを抜いて香りのよいコーヒーが飲めるようになってきた。ガス抜きは、
1個の包装袋に空気通路をあけてその位置に逆止弁を取り付けることによって行なわれる
。プラスチックフィルムに装着される逆止弁は、従来から開発されているものであり、包
装袋の内部からのガスは抜けても、外部からの空気を包装袋内に侵入しないように構成さ
れているものである。
【０００３】
　従来においては、特許文献１のように、この逆止弁を原反フィルムに取り付けた状態で
製袋しコーヒー粉を充填するする方法と、特許文献２のように、予めプラスチックフィル
ムに逆止弁を取り付けた状態でロール状に巻き付けた後、巻き解した逆止弁付きフィルム
にコーヒー粉を充填する方法と、特許文献３のように、多数のバルブをバルブシートから
１個ずつ切断して２枚のプラスチックシートの辺縁間に間歇的に挿入する装置が開示され
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０７－２６７２０５号公報
【特許文献２】特開２００２－３０８２９１公報
【特許文献３】特開平０５－２２０８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の場合は、プラスチックフィルムに取り付けられる逆止弁の位置が
、筒状に形成する際にプラスチックフィルムの両端部に跨るように配置されているため、
ガス抜けの状態が不十分となって、コーヒーの鮮度を落す虞が生じていた。
【０００６】
　また、特許文献２の場合は、逆止弁が装着された状態でロール状に巻き付けられている
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ため、きつく巻いている場合には、逆止弁の周りの部位のプラスチックフィルムに皺がよ
りやすく、皺を伸ばす工程が必要となる。また、プラスチックフィルムの幅方向における
、巻き重ねられる逆止弁の取り付け位置が常に同じ位置にあると、巻き付けたときに一箇
所の位置において膨らんでくることになるから、長手方向に沿って順に幅方向にオフセッ
トした位置に孔をあけて逆止弁を取り付けなければならなかった。これは、通気小口用の
孔あけ時においても、逆止弁の取り付け時においても、手間がかかることとなりコストを
高くすることになる。また、たとえ、オフセットしても、逆止弁を取り付けた位置におい
ては膨らみを防止できず、製袋装置において送り不良の虞があった。
【０００７】
　さらに、特許文献３の場合は、多数のバルブを有するバルブシートからバルブを切断し
て２枚のプラスチックシートの辺縁間に間歇的に挿入する構成となっており、２枚のプラ
スチックシート間にバルブを挿入する作動及びバルブを把持する把持爪を大きく開く作動
を行なうことから、バルブシートから切断されたバルブを挿入するのに多くの時間を必要
とする。そのため、生産効率を低下させることとなっていた。また、バルブが２枚のプラ
スチックフィルムの辺縁間に跨るように配置されているため、ガス抜けの状態が不十分と
なって、コーヒーの鮮度を落す虞が生じていた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述の課題を解決するために、原反フィルムの幅方向の任意の位置に逆止弁
を取り付けるとともに、無駄な時間をなくして逆止弁を効率的に装着した状態の原反フィ
ルムを、そのまま包装袋の製造工程に搬送する逆止弁付きフィルム搬送装置を提供すると
ともに、逆止弁付きフィルム搬送装置で送られた逆止弁付きフィルムを製袋するための包
装袋の製造装置を提供することを目的とするものであり、以下のように構成するものであ
る。すなわち、
　請求項１記載に係る発明は、原反フィルムの任意の位置にガス抜きを行なうための逆止
弁を装着して搬送する逆止弁付きフィルム搬送装置であって、原反ロールから巻き解され
た前記原反フィルムにおける前記逆止弁を装着する位置に空気通路を形成する空気通路形
成装置と、前記空気通路を形成した前記原反フィルムに、逆止弁を多数直列配置させた逆
止弁シートを搬送させて、前記空気通路のそれぞれに合わせて１個の前記逆止弁を装着す
る逆止弁装着装置と、を有して構成され、前記逆止弁装着装置は、駆動装置によって前記
逆止弁シートを所定間隔搬送する移動プレートと、前記移動プレート上に載置される前記
逆止弁シートを把持する把持ローラとを備え、前記逆止弁シートの送り時において、前記
把持ローラは回転ロックした状態で移動プレートとともに移動され、前記把持ローラの戻
り時において、前記把持ローラは前記逆止弁シートを把持したまま空転することにより、
前記逆止弁シートを残したまま前記移動プレートとともに元の位置に戻ることを特徴とす
るものである。
【０００９】
　これによれば、逆止弁付きフィルム搬送装置は、原反フィルムの任意の位置に空気通路
を形成した後、空気通路の位置に合わせて逆止弁を装着する。逆止弁シートは、駆動装置
により移動プレートと把持ローラによって把持されながら搬送される。把持ローラが移動
プレートとともに戻る際、把持ローラは、逆止弁フィルムに対して空転することにより逆
止弁フィルムを把持したまま戻ることができる。そのため、把持ローラにおける搬送・戻
り工程において逆止弁フィルムに対するリリース工程を省けるので、その分、１回の搬送
周期において、搬送時間を短くすることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１の発明に係るものであって、前記空気通路は、切り
幅のほとんどない切り目状に形成されていることを特徴としている。
【００１１】
　これによれば、空気通路は、孔をあけるのではなく、切り幅のほとんどない切り目状で
あるから、切り目によって、逆止弁内の空気を排出することができ、又、切り目のほとん
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どない状態によって、異物が混入する虞が少なく、外からの空気の逆流の虞も少ない。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、包装袋の製造装置であって、原反フィルムにおける逆止弁を
装着する位置に切り幅のほとんどない切り目状の空気通路を形成する空気通路形成装置と
、前記空気通路を形成した前記原反フィルムに、逆止弁を多数直列配置させた逆止弁シー
トを搬送させて、前記空気通路のそれぞれに合わせて１個の前記逆止弁を装着する逆止弁
装着装置と、を備える逆止弁付きフィルム搬送装置と、搬送された前記逆止弁付きフィル
ムに粉体を充填して逆止弁付き包装袋を形成する粉体充填装置と、を備え、前記逆止弁装
着装置は、駆動装置によって前記逆止弁シートを所定間隔搬送する移動プレートと、前記
移動プレート上に載置される前記逆止弁シートを把持する把持ローラとを備え、前記逆止
弁シートの送り時において、前記把持ローラは回転ロックした状態で移動プレートととも
に移動され、前記把持ローラの戻り時において、前記把持ローラは前記逆止弁シートを把
持したまま空転することにより、前記逆止弁シートを残したまま前記移動プレートととも
に元の位置に戻ることを特徴とするものである。
【００１３】
　これによれば、逆止弁挿入装置によって、逆止弁は、逆止弁付きフィルム搬送装置の中
で順に装着されたものを、粉体充填装置で１個の包装袋として１個ずつ切り離されて完成
することができる。そのため、逆止弁付き包装袋フィルムとして連続的に巻き付けること
がないから、逆止弁の装着された位置で膨らみを防止できることになる。また、逆止弁を
原反フィルムに装着する際、逆止弁シートを把持する把持ローラは、把持ローラの戻り時
、逆止弁シートに対してリリース動作をしないことから、その分、逆止弁付きフィルムの
搬送を短くすることができる。さらに、空気通路形成装置によって、切り幅のほとんどな
い切り目状の空気通路を形成しているから、出来上がった包装体から異物や外部からの逆
流の虞もない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態による製造装置を示す正面図である。
【図２】図１における平面図である。
【図３】一実施形態における空気通路の形状を示す図である。
【図４】空気通路の別の形態を示す図である。
【図５】図１における製造装置の空気通路形成装置を示す正面図である。
【図６】図３におけるスリット装置のラック・ピニオン機構を示す詳細図である。
【図７】同平面図である。
【図８】図１における製造装置の逆止弁装着部を示す正面図である。
【図９】（Ａ）図８の逆止弁装着部における逆止弁シートの送り作用を示す作用図である
。（Ｂ）同把持ローラの戻り作用を示す作用図である。
【図１０】図１における粉体充填装置を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　図１は、逆止弁付き包装体の製造装置（以下、包装体の製造装置又は単に製造装置とい
う。）１の正面を示すものであり、図２は、その平面を示すものである。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、実施形態の製造装置１は、原反ロール１２から巻き解され
たプラスチック製の原反フィルム（以下、単にフィルムという。）Ｆに逆止弁Ｃ（図８参
照）を取り付ける逆止弁付きフィルム搬送装置１０と逆止弁Ｃが装着されたフィルム（以
下、逆止弁付きフィルムという。）Ｆ１を、上方を開放した筒状に形成して粉体を充填し
た後にシールして袋状に形成する粉体充填装置３０と、を備えている。
【００１８】
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　逆止弁付フィルム搬送装置１０は、機体１１の前方（逆止弁フィルム搬送装置１０の粉
体充填装置３０側）にフィルムＦが巻き付かれた原反ロール１２と、原反ロール１２から
巻き解されたフィルムＦに切り幅のほとんどない切り目状の空気通路Ｋを形成する空気通
路形成装置１３と、形成された空気通路Ｋの位置に合わせて逆止弁Ｃを貼り付ける逆止弁
装着装置１５と、逆止弁ＣをフィルムＦに本付けする本シール形成装置１７と、加熱され
て逆止弁Ｃが装着された逆止弁付きフィルムＦ１を冷却する水冷装置（冷却装置）１８と
一定のピッチで送るために印刷マークを感知するマークセンサ１９と、を有している。
【００１９】
　原反ロール１２から巻き解されたフィルムＦは、ガイドロール部１４で張設された後、
その下流側に配置された空気通路形成装置１３において、切り目状の空気通路Ｋが流れ方
向に沿ってフィルムＦの幅方向の中央部付近に形成される。実施形態の空気通路Ｋは、図
３に示すように、Ｉ字状の一端がＹ字状に形成されたものである。この空気通路Ｋは、孔
状ではなく切り幅のほとんどない切り目状に形成されたものであれば好ましく、例えば、
図４（ａ）に示すようなＣ字状の空気通路Ｋ１や図４（ｂ）に示すような両端がＹ字状を
有するＩ字状の空気通路Ｋ２であってもよい。さらに、図４（ｃ）に示すように棒状の両
端に小孔が形成されている空気通路Ｋ３であってもよい。もちろん、切り目状でなくても
孔状に形成してもよい。いずれにしても、この空気通路Ｋを形成した後で、逆止弁装着装
置１５において空気通路Ｋに重なるように逆止弁Ｃが装着される。
【００２０】
　逆止弁Ｃは、包装袋を形成する際に、内部の空気を排出して外部からの空気を通さない
ように構成されているものであれば、各種の逆止弁を適用することができるものであり、
特に逆止弁Ｃの形状を限定するものではない。
【００２１】
　空気通路形成装置１３の一実施形態は、図５～７に示すように、機体１１（図１参照）
に支持された本体支持部１３１と、流れているフィルムＦの上方に本体支持部１３１に支
持されたエアシリンダ１３２と、エアシリンダ１３２にレバー１３３を介して連結された
切込み部２０を備えている。
【００２２】
　切込み部２０は、本体支持部１３１の底板１３１ａから立上る垂直支持プレート２０１
とエアシリンダ１３２の作動により上下動する上プレート２０２と下プレート２０３を備
えている。上プレート２０２と下プレート２０３とは、４本のガイドポスト２０４で連結
されている。垂直支持プレート２０１には、レバー１３３の一端に連結された軸２１が垂
直支持プレート２０１に対して水平方向に突出して配置されている。軸２１には、ピニオ
ン２２がレバー１３３に取り付けられてレバー１３３の揺動とともに軸２１に対して回動
可能に配置されている。ピニオン２２のピニオンギヤ２２１に噛合可能なラックギヤ２３
１を有するラック板２３が下プレート２０３上に立設されて上下方向に移動可能に配置さ
れている。ラック板２３のラックギヤ２３１の反対側の背部には、垂直支持プレート２０
１に支持されたラック板ガイド２４が摺動可能に配置されている。なお、４本のガイドポ
スト２０４は、本体支持部１３１の底板１３１ａに固着されたガイドブッシュ２０５に上
下方向に沿って摺動可能にガイドされる。
【００２３】
　下プレート２０３の下面側には、空気通路Ｋを形成するための切込み刃２５が取り付け
られている。切込み刃２５は、フィルムＦに切り込みを形成するためにピナクル刃あるい
はトムソン刃が使用されている。切込み刃２５は、フィルムＦに形成される空気通路Ｋ（
又はＫ１～Ｋ３）の形状に合わせて形成されることになる。機体１１には、切込み刃２５
に対向する位置に平面状の上面を形成する受け部１１１が配置され、受け部１１１の上面
にフィルムＦが流れる。従って、受け部１１１上を流れるフィルムＦに向かって下降され
た切込み刃２５を押圧することによってフィルムＦに空気通路Ｋが切込まれることになる
。
【００２４】
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　なお、上プレート２０２の４隅には、切込み部２０の上下移動量を調整して切込み刃２
５の高さを調整する切込み刃高さ調整ボルト２６が配置されている。
【００２５】
　なお、空気通路形成装置１３は上記構成のものではなく、単に、切込み刃２５を先端に
備えたシリンダ装置を使用して、切り幅のほとんどない切り目状の空気通路Ｋを形成する
ものであってもよい。
【００２６】
　フィルムＦの流れ方向に沿って空気通路形成装置１３を越える下流側には、機体１１に
逆止弁装着装置１５が取り付けられている。図８に示すように、逆止弁装着装置１５は、
空気通路形成装置１３で形成した空気通路Ｋに重ねる位置で逆止弁Ｃを仮付けして装着す
るものであり、逆止弁Ｃが連続して形成された逆止弁シートＣ１をフィルムＦの流れに直
交する方向に送って、逆止弁Ｃを逆止弁シートＣ１から１個ずつ切り取るように構成され
ている。
【００２７】
　逆止弁装着装置１５は、機台１５１に設けられたサーボモータ１５２を備えている。サ
ーボモータ１５２の先端に装着されたスクリュー１５３に連結板１５４が機台１５１に対
して移動可能に螺合され、連結板１５４に移動プレート１５５が連結されている。
【００２８】
　一方、逆止弁Ｃが連続的に形成された逆止弁シートＣ１が逆止弁シートリール１５６に
巻装されている。逆止弁シートリール１５６から巻き解された逆止弁シートＣ１は、把持
ローラ１５７と移動プレート１５５とに挟持された状態（これを把持された状態ともいう
）でフィルムＦ上に送られる。把持ローラ１５７には一方向クラッチが装着されていて、
把持ローラ１５７の外輪１５７ａが把持ローラの軸１５７ｂに対して一方向だけ回転可能
に構成されている。把持ローラ１５７は、支持体１５８を介して移動プレート１５５に装
着されているため、サーボモータ１５２の駆動により、移動プレート１５５と一体的に、
移動プレート１５５の先端側に配置された逆止弁シート押え１５９（フィルムＦの空気通
路Ｋの位置に当たる部分）側に移動される。
【００２９】
　つまり、図９（Ａ）に示すように、逆止弁シートＣ１をフィルムＦの空気通路Ｋの位置
に移動させる際には、把持ローラ１５７は、その外輪１５７ａがロック状態にあって、軸
１５７ｂに対して回転しない。そのため、サーボモータ１５２の駆動で移動プレート１５
５が前方（フィルムＦの空気通路Ｋ側）に移動するに伴って、把持ローラ１５７も回転し
ない状態で移動するため、移動プレート１５５と把持ローラ１５７とで把持された逆止弁
シートＣ１は搬送される。
【００３０】
　また、図９（Ｂ）のように、移動プレート１５５が、元の位置に戻る際には、把持ロー
ラ１５７は、移動プレート１５５の移動に伴って元の位置に戻るものの、外輪１５７ａは
把持ローラの軸１５７ｂに対して空転するため、逆止弁シートＣ１を把持したまま移動プ
レート１５５に対して、図９における時計方向に回転する。したがって、移動プレート１
５５と把持ローラ１５７は元の位置に戻るが、逆止弁シートＣ１はそのまま残される。
【００３１】
　上述のように、把持ローラ１５７に一方向クラッチ機構を構成しているから、把持ロー
ラ１５７と移動プレート１５５との間で逆止弁シートＣ１を把持したまま、往復移動する
ことができる。したがって、把持ローラ１５７は逆止弁シートＣ１に対してリリースする
ことがないから、逆止弁シートを搬送する時間を短くすることができ、生産効率を向上さ
せることができる。
【００３２】
　逆止弁シートＣ１が、逆止弁Ｃ１個分を前方に送り、先端の逆止弁Ｃが空気通路Ｋの位
置まで達すると、逆止弁シートＣ１が、機台１５１に支持された逆止弁シート押え１５９
の下面で支持される。その状態で、逆止弁Ｃが１個分、機台１５１に支持されたカッタ装



(7) JP 6084955 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

置のカッタ１６０により逆止弁シートＣ１に対してカッタ１６０の水平方向の移動によっ
て切断される。カッタ１６０は逆止弁シート押え１５９の把持ローラ１５７側付近に配置
されている。逆止弁シート押え１５９には、シール剤が充填されていて、逆止弁シート押
え１５９の下面で支持された逆止弁Ｃは、逆止弁シート押えに構成されたシリンダ機構に
よりフィルムの空気通路Ｋ上に移動され、その場で仮シールされる。なお、カッタ１６０
と把持ローラ１５７との間には、マークセンサ１６１が配置されていて、形成されている
空気通路Ｋ間の距離を検出して、逆止弁シートＣ１の送り量を確認している。また、図８
上、フィルムＦは、紙面の背面から表面に向かって走行するものであり、逆止弁シートＣ
１は、図８上、右側から左側に向かって送られる。
【００３３】
　図１又は図２に示すように、逆止弁装着装置１５の下流側には、本シール形成装置１７
が配置されている。本シール形成装置１７は、本シール工程として逆止弁装着装置１５で
仮シールした逆止弁Ｃを本シールするものであり、ヒーターで加熱した後、逆止弁付きフ
ィルムＦ１で仮付けした逆止弁Ｃをエアシリンダ等でさらに押圧して本付けするものであ
る。
【００３４】
　本シール形成装置１７の下流側に配置される水冷装置（冷却装置）１８では、冷却工程
として加熱された逆止弁Ｃを、エアシリンダを使用して水冷して温度を下げた状態で粉体
充填装置３０に送るようにしている。
【００３５】
　水冷装置１８の下流側に配置されるマークセンサ１９では、一定のピッチで印刷された
マークを検出している。これによって、逆止弁つきフィルムＦ１の送り量を一定にするこ
とができる。
【００３６】
　水冷装置１８の下流側にあって逆止弁付フィルム搬送装置１０の最下流端には送り側ガ
イドロール体３が配置され、逆止弁付きフィルムＦ１が逆止弁付フィルム搬送装置１０か
ら粉体充填装置３０に向かって送られる。
【００３７】
　粉体充填装置３０は、逆止弁付きフィルムＦ１を上方が開口した半状袋４に形成し、半
状袋４の開口部から粉体を注入して半状袋４内に充填した後、開口部をシールして１袋の
逆止弁付き包装袋５を形成するものである。
【００３８】
　図１０に示すように、粉体充填装置３０は、機体３１と、逆止弁付きフィルムＦ１を半
状袋４に形成する半状袋形成部３２と、ホッパ３４から粉体が充填された半状袋４の開口
部をシールして１袋分に切断する包装袋形成部３３とを備えている。また、機体３１の最
上流端には、送り側ガイドロール体３から送られた逆止弁付きフィルムＦ１を受け入れる
迎え側ガイドロール体７が配置されている。送り側ガイドロール体３から迎え側ガイドロ
ール体７との間は、逆止弁付きフィルムＦ１が送り側ガイドロール体３側から迎え側ガイ
ドロール体７に向かって下傾して延設され、下傾された逆止弁付きフィルムＦ１の一箇所
に向かって、逆止弁付きフィルムＦ１に装着された逆止弁Ｃを映す事ができる逆止弁確認
カメラ３５が機体３１内に装着されている。これによって、逆止弁付フィルム搬送装置１
０から粉体充填装置３０に送られる逆止弁付きフィルムＦ１及び逆止弁付き包装袋５には
、逆止弁Ｃが装着されていることを常に確認することができる。
【００３９】
　半状袋形成部３２では、平面状に流れてきた逆止弁付きフィルムＦ１を幅方向の中央部
で折り畳んで半状袋を形成した後、両端部を縦シール３２１するとともに、縦方向にシー
ルした下部を横シール３２２することによって、上部が開口された半状袋４を形成する。
この状態でホッパ３４に貯留されている粉体、実施形態ではコーヒー粉を半状袋４内に１
袋分充填する。次に、コーヒー粉が充填された１個分の半状袋４を下方に１袋分牽引し、
包装袋形成部３３において、コーヒー粉が充填された半状袋４の上部を横方向にシールし
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て、そのシールの中間部を横方向に切断することによって、１袋分の逆止弁付き包装袋５
を取り出すことができる。
【００４０】
　次に上述のように構成された製造装置１の作用について説明する。
【００４１】
　原反ロール１２から巻き解されたフィルムＦは、各種のガイドロール部１４で張設され
た状態で空気通路形成装置１３の切込み刃２５により切り幅のほとんどない空気通路Ｋが
形成される。空気通路形成装置１３は、エアシリンダ１３２のピストンロッドが伸張し、
先端のレバー１３３を、軸２１を中心に揺動させる。
【００４２】
　レバー１３３の先端にはピニオン２２が装着されているから、レバー１３３が揺動する
ことによりピニオン２２が一方の方向（実施形態では、図５または図６における時計方向
）に回転する。ピニオン２２のピニオンギヤ２２１にラックギヤ２３１に噛合されている
ラック板２３が下方に向かって移動する（図５又は図６参照）ことになり、ラック板２５
１を下降させる。ラック板２５１の下降により下プレート２０３を介して切込み刃２５が
所定ピッチで下降される。切込み刃２５は、受け部１１１に当接して下降移動が停止され
、受け部１１１を走行するフィルムＦに切り目を形成する。
【００４３】
　下プレート２０３の下降は、４本のガイドポスト２０４により上下垂直方向に移動でき
るとともに、ラック板２３は、背部にラック板ガイド２４により上下動に摺動ガイドされ
ているから、上下垂直方向に精度よく移動ガイドされる。
【００４４】
　フィルムＦに切り込まれた空気通路Ｋは、線状に切り込まれるものであって孔状ではな
いため、異物混入の虞は少ない。また、この空気通路Ｋの位置は、切込み部２０をフィル
ムＦの幅方向に対して移動調節可能に配置されているから、フィルムＦの幅方向のどこで
も形成することができる。
【００４５】
　空気通路Ｋが形成されたフィルムＦは、空気通路形成装置１３の下流側に配置された逆
止弁装着装置１５において、空気通路Ｋの位置に逆止弁Ｃが装着される。巻き解された逆
止弁シートＣ１は、フィルムＦの流れ方向に対して、直交する方向に向かって流れ、フィ
ルムＦの空気通路Ｋと接する位置で仮シールされる。同時に、逆止弁シートＣ１から１個
分の逆止弁Ｃが切断される。
【００４６】
　逆止弁Ｃが仮シールされたフィルムＦ１は、流れ方向に沿う下流側に設置された本シー
ル形成装置１７において、仮シールされた逆止弁Ｃを加熱して本シールし、さらにその下
流側に設置された水冷装置１８で冷却されて下流側に送られる。下流側に配置されたマー
クセンサ１９でフィルムＦに印刷されたマークを読み取って送りピッチを一定にするよう
に制御される。
【００４７】
　マークセンサ１９を通過した逆止弁付きフィルムＦ１は、逆止弁付フィルム搬送装置１
０の最下流端に配置された送り側ガイドロール体３から、粉体充填装置３０の最上流端に
配置された迎え側ガイドロール体７に向かって張設され、その途中で、粉体充填装置３０
内に配置された逆止弁確認カメラ３５で逆止弁付きフィルムＦ１に逆止弁Ｃが装着されて
いることを確認する。
【００４８】
　粉体充填装置３０では、迎え側ガイドロール体７を通過した逆止弁付きフィルムＦ１は
、上方に送られて逆止弁付きフィルムＦ１の幅方向の中間部で折り畳まれて半袋状に形成
される。この状態では、両縁部の合わせ面が繋がれていない。その後、逆止弁付きフィル
ムＦ１が縦シール３２１されて半状袋４に形成された後、ホッパ３４から粉体が充填され
る。粉体が充填された半状袋４を下方から引っ張り１袋分引き下げる。そして、充填され
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、１袋分の粉体が充填された逆止弁付き包装袋５が切り離される。
【００４９】
　上述のように、包装袋の製造装置１は、別体で構成された逆止弁付フィルム搬送装置１
０と粉体充填装置３０とを並べるように配置し、逆止弁付フィルム搬送装置１０において
フィルムＦの流れの中で逆止弁Ｃが装着されて、逆止弁付きフィルムＦ１としてそのまま
搬送され、粉体充填装置３０において逆止弁付き包装袋５が順次形成されることから、逆
止弁Ｃが装着された状態では、巻き付けロールとして巻き付けられることはない。そのた
め、一部が膨らむことを防止させるとともに皺寄せを発生させる虞はない。また、逆止弁
ＣをフィルムＦの幅方向における任意の位置で、巻き付けることによって重ね合わすこと
なく装着できるからスムーズな送りができるとともに、逆止弁付き包装袋５に逆止弁Ｃが
装着されていることから形成された逆止弁付き包装袋５から空気が漏れることもない。
【００５０】
　また、空気通路形成装置１３では、空気通路Ｋとして、フィルムＦに孔をあけるのでは
なく、フィルムＦに切り幅のほとんどない切り目を形成することから、外部から侵入する
異物の混入を防止できる。
【００５１】
　さらに、逆止弁装着装置１５では、把持ローラ１５７に一方向クラッチ機構を含んで構
成しているから、送り工程時に外輪１５７ａを回転ロックし、戻り工程時に外輪１５７ａ
を空転させることによって、把持ローラ１５７と移動プレート１５５との間で逆止弁シー
トＣ１を把持したまま、往復移動することができる。したがって、逆止弁シートを搬送す
る時間を短くすることができ、生産効率を向上させる。
【００５２】
　なお、実施形態の包装体の製造装置１は、よこピロー型の包装機で説明したが上述の形
態に限定するものではなく、例えば、たてピロー型包装機であってもよい。つまり、逆止
弁装着装置１５を、縦長に形成した機台１５１を有する逆止弁フィルム搬送装置に装着す
るようにしてもよい。また、ホッパ３４に充填する粉体はコーヒー粉に限定するものでは
ない。
【符号の説明】
【００５３】
　１、製造装置
　５、包装袋
　１０、逆止弁装着装置
　１３、空気通路形成装置
　１５、逆止弁装着装置
　１５５、移動プレート
　１５７、把持ローラ
　１５９、逆止弁シート押え
　１６０、カッタ
　Ｆ、フィルム
　Ｆ１、逆止弁付きフィルム
　Ｋ、空気通路
　Ｃ、逆止弁
　Ｃ１、逆止弁シート
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